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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】配管施工時においては、系統・種類などの識別
を容易に行うことができ、保温工事前・後に拘らず常に
各個の管種や異系統並びに往き管、帰り管の種別を識別
できる新規な配管識別表示装置を提供する。
【解決手段】配管２５と、該配管２５を抱持しかつ開閉
自在の配管支持バンド２４と、脚部２３ｄ、２３ｄを該
配管支持バンド２４に止着するターンバックル２３と、
該ターンバックル２３に螺合され上下伸縮自在の吊ボル
ト２２とで、配管吊下げ装置が構成され、該吊ボルト２
２に配管識別表示部材３０を矢印Ｓ方向ワンタッチ式に
押込むと、スリット状の開口部３０ａが変形して拡開し
、吊ボルト２２へ挿入し該開口部３０ａの反力で係止片
３０ｂが吊ボルト２２の雄ねじ２２ａと係合する。そこ
で両者がそれぞれ噛合う状態で堅固に止着する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
配管と、該配管を抱持しかつ開閉自在の配管支持バンドと、脚部を該配管支持バンドに止
着するターンバックルと、該ターンバックルに螺合され上下伸縮自在の吊ボルトとでなる
配管吊下げ装置に於いて、前記吊ボルトに係脱自在に止着される配管識別表示部材を備え
たことを特徴とする配管識別表示装置。
【請求項２】
前記配管識別表示部材が略円筒体で形成され該略円筒体の内壁に少くとも１つの係止片を
備えたことを特徴とする請求項１記載の配管識別表示装置。
【請求項３】
前記配管識別表示部材が略円筒体で形成され該略円筒体の上端又は下端に鍔部を形成した
ことを特徴とする請求項１記載の配管識別表示装置。
【請求項４】
前記配管識別表示部材が略円筒体で形成された上端部に把持片を設けたことを特徴とする
請求項１記載の配管識別表示装置。
【請求項５】
前記配管識別表示部材の下端に切れ込みを設けたことを特徴とする請求項２ないし４記載
の配管識別表示装置。
【請求項６】
前記配管識別表示部材は開口部が弾性体で形成したことを特徴とする請求項２ないし４記
載の配管識別表示装置。
【請求項７】
前記配管識別表示部材はクリップで構成したことを特徴とする請求項１ないし６記載の配
管識別表示装置。
【請求項８】
前記配管は保温部材で被覆されたことを特徴とする請求項１記載の配管識別表示装置。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、吊ボルトにより吊下げられた配管を識別するための配管識別表示装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
配管識別するためのこの種の従来の技術の第１例としては、実開平２－３８５８６号公開
実用新案公報に開示された技術がある。これについて図８（ａ）に基づき説明すれば、フ
ッ化樹脂で形成された配管用チューブ１の外周表面に、軸線方向において断続した着色標
識を印刷しあるいは貼り付けて、着色部２と未着色部３とを交互に一直線上に形成した構
造である。配管作業に際して、この配管用チューブ１を所要の長さに切断するときは、各
着色部間の未着色部３の個所において二点鎖線４で示したように切断する。このように配
管用チューブ１を切断することにより、その切り口端面並びに外周面の、その切り口近傍
部分に着色料が露呈することがなく、この配管用チューブ１を、管継手を介して各種機器
と接続する場合にも、管継手の連結部分に着色部２が位置することがない。そして、図８
（ｂ）に示すものは他の構造であって、配管用チューブ５に、その製造段階で染料ないし
顔料を局所的に混入して、軸線方向において断続した着色標識が外周面に表出するように
し、着色部６と未着色部７と交互に一直線上に配置した構造である。この配管用チューブ
５における場合も、各着色部６間の未着色部７の個所において切断する構成である。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】実開平２－３８５８６号公開実用新案公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来の技術は、叙上した構成であるので次の課題が存在した。
すなわち、上述した実開平２－３８５８６号公開実用新案公報に係る従来の技術の第１例
によれば、配管用チューブ１、５を半導体装置内の配管材などとして使用するときは、該
チューブ１、５の切り口端面や外周面の切り口近傍部分に着色染料が露呈することがなく
、管継手の内部などにおいて着色染料が、配管１、５内を流動する薬液やガス中に漏出し
て配管内部を汚染することはないけれども一旦該配管チューブ１、５に着色した標識部材
を取外すことができずまた容易に脱色等できず多種、多様な管種に適応させることができ
ないという問題点があった。
また、当該従来の技術は、保温工事をするために配管用チューブ１、５を被覆すると着色
部２、６が外部から見えず配管種や系統を識別することができなくなり配管を誤接続する
等問題点があった。そして配管施工時においては、配管の管種を変えたり、配管等にテー
プを巻くなどして、系統・種類などの識別を行うこととなり、この構成では、識別する場
所が施工者によってまちまちであったり、保温する配管が保温工事後識別できなくなるこ
と及び配管の誤接続を惹起する危険性が増大すると共に保温終了後に新たな識別表示が必
要となるという問題点があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は叙上した問題点を解決すべく創作したものであり、吊ボルトにクリップ等でなる
配管識別表示部材をワンタッチで係脱自在に取付け保温工事前・後に拘らず常に各個の管
種や異系統並びに往き管、帰り管の種別を識別できる新規な配管識別表示装置を提供する
ことを目的としたものであり、次の構成、手段から成立する。
【０００６】
すなわち、請求項１に記載の発明によれば、配管と、該配管を抱持しかつ開閉自在の配管
支持バンドと、脚部を該配管支持バンドに止着するターンバックルと、該ターンバックル
に螺合され上下伸縮自在の吊ボルトとでなる配管吊下げ装置に於いて、前記吊ボルトに係
脱自在に止着される配管識別表示部材を備えたことを特徴とする。
そこで、作業者は配管識別表示部材を吊ボルトにワンタッチ式に簡易・迅速に取付けるこ
とができる。
【０００７】
請求項２に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材が略円筒体で形成され該略円筒体
の内壁に少くとも１つの係止片を備えたことを特徴とする。
そこで、止着時に配管識別表示部材の係止片が吊ボルトの雄ねじに確実に喰込み・止着し
、配管識別表示の品質を向上させる。さらに配管識別表示部材が略円筒体であり、繰返し
使用に於いても耐久性を確保できる。
【０００８】
請求項３に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材が略円筒体で形成され該略円筒体
の上端又は下端に鍔部を形成したことを特徴とする。
そこで、係止片が不要であり配管識別表示部材の加工性能を向上させ量産に適する。
【０００９】
請求項４に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材が略円筒体で形成された上端部に
把持片を設けたことを特徴とする。
そこで、配管識別表示部材を吊ボルトに取付け、取外しすることが極めて容易となる。
【００１０】
請求項５に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材の下端に切れ込みを設けたことを
特徴とする。
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そこで、配管識別表示部材を吊ボルトへ係止するための作業が容易になる。
【００１１】
請求項６に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材は開口部が弾性体で形成したこと
を特徴とする。
そこで、配管識別表示部材を吊ボルトへ係止するとき、開口部の拡開動作が円滑であると
共に配管識別表示部材の耐久性が向上する。
【００１２】
請求項７に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材はクリップで構成したことを特徴
とする。
そこで配管識別表示部材が軽量であって製作性が高く量産に好適である。
【００１３】
請求項８に記載の発明によれば、前記配管は保温部材で被覆されたことを特徴とする。
そこで、配管を保温工事した後も該配管の識別が可能となる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明に係る吊ボルト用の配管を識別するためのクリップは、叙上の構成を有するので次
の効果がある。
【００１５】
すなわち、請求項１に記載の発明によれば、配管と、該配管を抱持しかつ開閉自在の配管
支持バンドと、脚部を該配管支持バンドに止着するターンバックルと、該ターンバックル
に螺合され上下伸縮自在の吊ボルトとでなる配管吊下げ装置に於いて、前記吊ボルトに係
脱自在に止着される配管識別表示部材を備えたことを特徴とする配管識別表示装置を提供
する。
このような構成としたので、配管の吊下げ作業に伴う一次工事から保温工事を含む最終工
事まで配管識別表示部材を色区分することにより管種や系統を一見で識別でき配管の誤接
続を防止すると共にワンタッチ式に簡易・迅速に配管識別表示部材を吊ボルトに止着でき
るという効果がある。
更に、該配管識別表示部材に統一した色区分をすれば検査担当者やメンテナンス担当者等
現場以外の人にも管種の識別が可能となるという効果がある。
【００１６】
請求項２に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材が略円筒体で形成され該略円筒体
の内壁に少くとも１つの係止片を備えたことを特徴とする請求項１記載の配管識別表示装
置を提供する。
このような構成としたので、請求項１に記載の発明の効果に加えて、配管識別表示部材が
吊ボルトへの止着を容易にする効果がある。また係止片を複数段設定することにより止着
が更に確実になるという効果がある。
【００１７】
請求項３に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材が略円筒体で形成され該略円筒体
の上端又は下端に鍔部を形成したことを特徴とする請求項１記載の配管識別表示装置を提
供できるという効果がある。
このような構成としたので、請求項１に記載の発明の効果に加えて、配管識別表示部材に
鍔部を形成したので配管識別表示部材の製作性が向上する効果がある。
【００１８】
請求項４に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材が略円筒体で形成された上端部に
把持片を設けたことを特徴とする請求項１記載の配管識別表示装置を提供できるという効
果がある。
このような構成としたので、請求項１に記載の発明の効果に加えて、前記配管識別表示部
材を吊ボルトへの取外し作業が極めて迅速となるという効果がある。
【００１９】
請求項５に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材の下端に切れ込みを設けたことを
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特徴とする請求項２ないし４記載の配管識別表示装置を提供できるという効果がある。
このような構成としたので、請求項１に記載の発明の効果に加えて、配管識別表示部材を
吊ボルトへ取付ける際、該吊ボルトへの挿入が極めて容易となるという効果がある。
【００２０】
請求項６に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材は開口部が弾性体で形成したこと
を特徴とする請求項２ないし４記載の配管識別表示装置を提供できる。
このような構成としたので、請求項１に記載の発明の効果に加えて、配管識別表示部材の
耐久性を確保すると共に吊ボルトへの係止動作をシンプルにし吊ボルトへ確実に止着でき
るという効果がある。
【００２１】
請求項７に記載の発明によれば、前記配管識別表示部材はクリップで構成したことを特徴
とする請求項１ないし６記載の配管識別表示装置を提供できるという効果がある。
このような構成としたので、請求項１に記載の発明の効果に加えて、当該クリップが軽量
かつ小型に成形でき配管識別表示装置の量産性に寄与する効果がある。
【００２２】
請求項８に記載の発明によれば、前記配管は保温部材で被覆されたことを特徴とする請求
項１記載の配管識別表示装置を提供できるという効果がある。
このような構成としたので、請求項１に記載の発明の効果に加えて、配管の保温工事完了
後に於いても配管の識別機能を損うことなく配管識別表示装置の品質を向上させる効果が
ある。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係る配管識別表示装置を示す一例であって、一部を断面した側面図であ
る。
【図２】本発明に係る配管識別表示装置に備えた吊ボルトの上端部分をアンカーボルトで
天井壁に固定した状態を示す一部切欠した断面図である。
【図３】本発明に係る配管識別表示装置の一例であって、配管を配管支持バンドにより吊
下げた状態を示す側面図である。
【図４】本発明に係る配管識別表示装置に備えたターンバックルと開閉自在の配管支持バ
ンド　を連結した状態を示す斜視図である。
【図５】本発明に係る吊ボルトに係脱する配管識別表示部材としてのクリップの第１実施
例を示す斜視図である。
【図６】本発明に係る吊ボルトに係脱する配管識別表示部材としてのクリップの第２実施
例を示す斜視図である。
【図７】本発明に係る吊ボルトに係脱する配管識別表示部材としてのクリップの第３実施
例を示す斜視図である。
【図８】従来の技術の第１例を示す配管用チューブの斜視図であって、（ａ）は配管用チ
ューブの外周表面に印刷又は貼付した着色標識を示す図、（ｂ）は製造段階で染料等を局
所的に混入した着色標識を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
以下、本発明に係る配管識別表示装置の実施の形態について、添付図面に基づき詳細に説
明する。
【００２５】
図１は本発明に係る配管識別表示装置の一例を示すものである。２２は雄ねじを周設して
いる吊ボルト、２３はターンバックル、２４は配管支持バンド、２５は各種の配管である
。該配管２５は冷却水管、給水管や排水通気管等の一般配管に限らず、冷温水の往き管、
帰り管等を含むものである。また、その口径長は例えば、１５（ｍｍ）ないし１５０（ｍ
ｍ）の種々のタイプを適用する。そして、配管２５の口径長に応じて、吊ボルト２２の直
径長や配管２５の中心から図２の天井壁２８までの距離を設定すればよい。
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【００２６】
前記ターンバックル２３は図１及び図４に示すように吊ボルト２２に螺合し、かつ上下伸
縮自在に機能する鍔２３ａを備えたナット２３ｂと、側面形状が略Ｙ字状ブラケット２３
ｃと、該略Ｙ字状ブラケット２３ｃの下端に形成した左・右脚２３ｄ、２３ｄとで構成し
てある。そして、前記左・右脚２３ｄ、２３ｄは水平方向に軸孔（図示せず）を貫通形成
しこの軸孔に上記配管２５を配管支持バンド２４で締付け・固定する際、ねじ付きボルト
２６をこの軸孔に挿通する。２６ａはねじ付ボルト２６の頭部である。図中、２６ｂはね
じ付ボルト２６に螺合するナットである。
また、ターンバックル２３は上記の構成に特定されるものではなく、単に、吊ボルト２２
に連結する構成であればよい。
【００２７】
次に図３、図４に基づいて配管指示バンド２４を説明する。
該配管支持バンド２４は一例であって、一方の抱持部２４ａと、他方の抱持部２４ｂを設
け、この両者を係合ピン２４ｃで回転自在に固定している。また、一方、他方の抱持部２
４ａ、２４ｂの自由端には取付片２４ｄ、２４ｄを形成してある。そして、前述した配管
２５を該配管支持バンド２４で支持するときは、図４に示すように、他方の抱持部２４ｂ
を開放し、該配管２５を一方の抱持部２４ａ内に介在させた後、仮想線で示すように他方
の抱持部２４ｂを閉止し中心に挿通孔を形成したスペーサ２７を前記ターンバックル２３
の左・右脚２３ｄ、２３ｄ間に介在させて、ナット２６ｂでねじ止めする。尚、配管支持
バンド２４は前記ターンバックル２３を省略して吊ボルト２２に直接直結する構成であっ
てもよい。
【００２８】
次に図２、図３に基づいて吊ボルト２２を天井壁２８に固定する構成について説明する。
該吊ボルト２２は前記各種の配管２５を配管支持バンド２４に吊下げる前に天井壁２８に
固定されている。天井壁２８は工場や一般建築物、マンション等の各種建物の屋内の密閉
部位に築造されているいわゆる最奥の天井壁である。この天井壁２８内に予め図２に示す
ようなアンカーボルト２９を埋込んである。
【００２９】
アンカーボルト２９は略円筒状に形成され、この円筒内に雌ねじを周設されてあり、ハン
マー等の打込み手段により天井壁２８に打込まれ埋設される。その際、先端部分２９ａが
拡開し、天井壁２８内に堅固に固定される。そして、アンカーボルト２９を天井壁２８に
固定した後、吊ボルト２２の先端をアンカーボルト２９の円筒内の雌ねじに螺合させかつ
回転させて、アンカーボルト２９に固定する。
【００３０】
前記吊ボルト２２の下端部分はナット２３ｂに螺合させてあり、該ナット２３ｂを矢印Ｒ
方向で示すように左・右に回転させることにより、鍔２３ａに固定した該吊ボルト２２は
ターンバックル２３内に矢印Ｐ方向に上下に移転する。そして、該ターンバックル２３の
位置決めを設定する。かくして、配管２５と、該配管２５を抱持しかつ開閉自在の配管支
持バンド２４と、脚部２３ｄ、２３ｄを該配管支持バンド２４に止着するターンバックル
２３と、該ターンバックル２３に螺合され上下伸縮自在の吊ボルト２２とで、配管吊下げ
装置が構成される。
【００３１】
そして、図１、図５等に示す配管識別表示部材３０はその表面が例えば青色、黄色、橙色
又は赤色等で全部又は一部を着色又は色付きラベル等で付設されてあり、吊ボルト２２の
適宜位置に矢印Ｓ方向に人為的手段や機械は手段により押込みワンタッチ方式にて止着状
態で固定する。
【００３２】
配管識別表示部材３０は例えば塩化ビニール等の樹脂（ＰＶＣ）、ポリ塩化ビニールや、
アルミニューム（ＡＬ）、薄肉状金属や各種の薄肉状樹脂等で成形され例えば、スリット
状の開口部３０ａを形成した略円筒体で構成されてあり、その内壁の上方又は下方に係止
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片３０ｂを備えている。配管識別表示部材３０を矢印Ｓ方向ワンタッチ式に押込むと、弾
性体で構成された開口部３０ａが変形して拡開し、係止片３０ｂが山３０ｃ又は谷３０ｄ
を形成してあり、これが吊ボルト２２の雄ねじ２２ａの谷２２ｂ又は山２２ｃと係合する
。そこで係止片３０ｂの山３０ｃ、谷３０ｄが、吊ボルト２２の谷２２ｂ、山２２ｃにそ
れぞれ噛合う状態で堅固に止着する。
【００３３】
吊ボルト２２に一旦固定された配管識別表示部材３０は外部の衝撃等により容易に吊ボル
ト２２から離脱することはない。配管識別表示部材３０には図５に示すように内壁の下方
にも同一構成の係止片３０ｂを備えてもよい。
尚、配管識別表示部材３０の上端及び下端若しくはいずれか一方を蛍光塗料等の発光素材
を付設することにより夜間時に於ける施工作業でも視認性を高めることができる。
【００３４】
保温部材３１は前記配管２５を保温工事する場合に適用する。保温部材３１はカバー３１
ｂと保温素材３１ａで構成され、該配管２５の周囲を被覆する。該カバー３１ｂは外表皮
であって、ガラスクロス材やアルミ箔材（ＡＬＧＣ）等で構成する。また、保温部材３１
ａはカバー３１ｂ内に収容されてあって例えばアルミ箔材の保温筒を複数段かつ複数個列
設して重層した構成を採用する。このようにすると保温効果が著しく向上する。
【００３５】
そして工事作業員が配管識別表示部材３０を矢印Ｓ方向ワンタッチ式に押込むと、スリッ
ト状の開口部３０ａが変形して拡開し、吊ボルト２２へ挿入し該開口部３０ａの反力で係
止片３０ｂが吊ボルト２２の雄ねじ２２ａと係合する。そこで両者がそれぞれ噛合う状態
で堅固に止着する。
【００３６】
かくして、工事全般の施工業者は、前記配管識別表示部材３０が吊ボルト２２に係止され
、固定されているので保温工事有無に拘らずこれを検閲することにより一見で当該配管２
５の管種、配管系統、冷・温水管の種別や往き管又は帰り管の種別を認識することができ
る。例えば、前記配管識別表示部材３０が橙色（黄色、赤色含む）であれば温水管を示し
、青色であれば冷水管を示すように設定すればよい。
【００３７】
次に、本発明に係る配管識別表示装置に適用するほかの配管識別表示部材３０の実施例を
説明する。
【実施例１】
【００３８】
図６は本発明に係る配管識別表示部材の実施例１を示す斜視図であって３０Ａは配管識別
表示部材であり、前述した実施の形態の項で説明した配管識別表示部材３０と相異する点
は係止片３０ｂを廃止したことである。該配管識別表示部材３０Ａは全体が略円筒体に形
成され、その上端及び下端には中心方向に突出する鍔３０ｅ、３０ｅを形成している。そ
こで、配管識別表示部材３０Ａをワンタッチ式に押込むと、開口部３０ａが矢印Ｓ１、Ｓ
２方向に変形して拡開し、鍔３０ｅ、３０ｅの先端部分３０ｆ、３０ｆ・・・が吊ボルト
２２の雄ねじ２２ａの谷２２ｂ又は山２２ｃと係合する。
【００３９】
而して、前述した鍔３０ｅ、３０ｅの先端部分３０ｆ、３０ｆが吊ボルト２２の雄ねじ２
２ａに喰込み堅固に配管識別表示部材３０Ａが該吊ボルト２２に止着される。配管識別表
示部材３０Ａを吊ボルト２２から取外す場合は、施工業者の作業者等がスリット状の開口
部３０ａを指の動作等で簡単に拡開すればよい。
尚、図示しないが、例えば、配管識別表示部材３０Ａの上端の周縁部に把持片（図示せず
）を設け、配管識別表示部材３０Ａを吊ボルト２２から取外しや取付けを行なってもよく
、また、前記鍔３０ｅは上端又は下端のいずれか一方に形成してもよい。配管識別表示部
材３０Ａのその他の構成、動作等は前述した実施の形態の項で説明したので省略する。
【実施例２】
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【００４０】
図７は本発明に係る配管識別表示部材の実施例２を示す斜視図であって３０Ｂは配管識別
表示部材であり、前述した実施の形態の項で説明した配管識別表示部材３０と相異する点
は特に係止片３０ｂを廃止したことである。
【００４１】
該配管識別表示部材３０Ｂは全体が略円筒体に形成され、その内壁面にはスリット状の係
止片３０ｇとしての溝を１つ又は複数段に形成してある。また配管識別表示部材
３０Ｂの下端であって、スリット状の開口部３０ａ付近の両側にカーブした切れ込み３０
ｉ、３０ｉを形成する。このようにすると配管識別表示部材３０Ｂを吊ボルト２２に係止
するとき該吊ボルト２２への進入を容易にすることができる。
【００４２】
そこで、配管識別表示部材３０Ｂをワンタッチ式に押込むと、開口部３０ａが矢印Ｓ１、
Ｓ２方向に変形して拡開し、係止片（溝）３０ｇ・・・が吊ボルト２２の雄ねじ２２ａの
山２２ｃと係合する。そして、係止片（溝）３０ｇ・・・の中に吊ボルト２２の雄ねじ２
２ａの山２２ｃが喰込み堅固に配管識別表示部材３０Ｂが該吊ボルト２２に止着される。
配管識別表示部材３０Ｂを吊ボルト２２から取外す場合は、施工業者の作業者等がスリッ
ト状の開口部３０ａを指の動作等で簡単に拡開すればよい。
【００４３】
また、配管識別表示部材３０Ｂの上端の周縁部に形成した把持片３０ｈを設け、これを把
持して引上げ配管識別表示部材３０Ｂを吊ボルト２２から取外しを行なう。配管識別表示
部材３０Ａのその他の構成、動作等は前述した実施の形態の項で説明したので省略する。
尚、前述した実施例２による配管識別表示部材３０Ｂの係止片３０ｇの構成はこれに限定
されず、図５に示す係止片３０ｂの構成を追加してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
本発明は簡単な構成を備えた配管識別表示部材を提供することにより配管工事の施工前か
ら最終工事及び工事終了後のメンテナンスの際にも有効に管種を識別でき産業上の利用可
能性の高い配管識別表示部材を提供できる。
【符号の説明】
【００４５】
２２　　　　吊ボルト　　　　
２２ａ　　　雄ねじ　
２２ｂ　　　谷　　　
２２ｃ　　　山　　　
２３　　　　ターンバックル　　　
２３ａ　　　鍔
２３ｂ　　　ナット
２３ｃ　　　略Ｙ字状ブラケット
２３ｄ　　　左脚　　
２３ｄ　　　右脚　　
２４　　　　配管支持バンド
２４ａ　　　一方の抱持部
２４ｂ　　　他方の抱持部
２４ｃ　　　係合ピン
２４ｄ　　　取付片
２４ｄ　　　取付片
２５　　　　配管　　　
２６　　　　ねじ付きボルト　　　
２６ａ　　　頭部
２６ｂ　　　ナット
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２７　　　　スペーサ
２８　　　　天井壁
２９　　　　アンカーボルト
２９ａ　　　先端部分
３０　　　　配管識別表示部材
３０Ａ　　　配管識別表示部材
３０Ｂ　　　配管識別表示部材
３０ａ　　　開口部
３０ｂ　　　係止片
３０ｃ　　　山
３０ｄ　　　谷
３０ｅ　　　鍔
３０ｆ　　　先端部分
３０ｇ　　　係止片（溝）
３０ｈ　　　把持片
３０ｉ　　　切れ込み

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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